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日本は、その位置、地形、地質、気象等の条件から、世界でも希に見る災害多発

地域（地震、火山、津波、洪水と暴風、豪雪）です。また近年、地球温暖化などの

影響で、台風が強大化したり、各地で集中豪雨が頻発したりしています。 

緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）とは、大規模自然災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合において被災地方公共団体等が行う、被災状況の迅速な把握、被

害の発生及び拡大防止、被災地の早期復旧その他災害応急対策に対する技術的な支

援を、国として円滑かつ迅速に実施することを目的として設立されたものです。で

は、具体的にこれまでの緊急災害対応とどこが違うのでしょうか。 

これまでは、応援要請を受けてから、その都度部隊を編成していましたが、すで

に組織されている部隊を派遣するため、複雑だった命令系統を一本化し迅速な対応

が可能になりました。あらかじめ研修や訓練を受けた隊員が、平常時に一緒にシミ

ュレーションした専門家や技術者と共にチームで活動します。当事務所では、現在

１４名の隊員がいますが、その中から３名が６月１４日に発生した岩手・宮城内陸

地震の被害状況を調査するため現地へ派遣されました。実際、隊員の役割とはどの

ようなものなのでしょうか。 

派遣される状況は次のように様々ですが、今回、派遣された３名はこのうちの①

の任務を負っています。 

 

①被災状況の迅速な把握 
● 河川・道路・港湾・空港・都市・住宅・砂防・海岸等に関する被害状況の把握の支援 

②被害の発生及び拡大の防止 
● 河川・海岸・港湾施設からの氾濫・浸水や土砂災害等を防止する応急対策の支援 

● 建築物の応急危険度判定・被災宅地危険度判定等の支援 

③ 被災地の早期復旧 
● 河川・道路・港湾・空港・都市・砂防・海岸等の早期復旧のための技術的助言 

● 緊急物資輸送調整の支援 

 

隊員によって調査された結果は今後、被災地の早期復旧のための重要な資料にな

ります。亡くなられた方、依然行方不明の方、続く余震と、被災地の悲しみや苦し

み、不安はいかばかりかと思いますが、国民の生命と財産を守ることが国の基本的

責務です。私たちはこのことを念頭に、人員・資機材の派遣体制等の充実を図り、

危機管理体制を強化してまいります。 
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